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規　　　　　則

　
勤 務 時 間 及 び 休 暇 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 公 布 す る 。

　 　
令 和 七 年 四 月 三 十 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者 　 　 　 　 　 　 　

愛 知 県 知 事 　 大 村 　 秀 章 　

名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 八 号

　 　 　 勤 務 時 間 及 び 休 暇 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 勤 務 時 間 及 び 休 暇 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 ︵ 昭 和 三 十 二 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 六 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 一 条 の 五 第 六 項 中 ﹁ 三 歳 に 満 た な い 子 ﹂ を ﹁ 小 学 校 就 学 の 始 期 に 達 す る ま で の 子 ﹂ に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 勤 務 時 間 及 び 休 暇 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 規 定 は 、 令 和 七 年

四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

　 　 　 　 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 　 　 　 　

　 職 務 に 専 念 す る 義 務 の 免 除 基 準 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 公 布 す る 。

　 　 令 和 七 年 四 月 三 十 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者 　 　 　 　 　 　 　

愛 知 県 知 事 　 大 村 　 秀 章 　

名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 九 号

　 　 　
職 務 に 専 念 す る 義 務 の 免 除 基 準 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 職 務 に 専 念 す る 義 務 の 免 除 基 準 に 関 す る 規 則 ︵ 昭 和 三 十 二 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 五 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
　 第 一 条 の 二 第 三 項 中 ﹁ で あ り 、 か つ 、 六 月 以 上 の 任 期 が 定 め ら れ て い る も の 又 は 六 月 以 上 継 続 勤 務 し て い る も の ﹂ を 削 る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 職 務 に 専 念 す る 義 務 の 免 除 基 準 に 関 す る 規 則 の 規 定 は 、 令 和

七 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

　 　 　 　 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 　 　 　 　

　 特 別 職 の 非 常 勤 の 職 員 等 の 報 酬 、 費 用 弁 償 、 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 公 布 す

る 。
　 　 令 和 七 年 四 月 三 十 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者 　 　 　 　 　 　 　

愛 知 県 知 事 　 大 村 　 秀 章 　

名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 十 号

　 　 　 特 別 職 の 非 常 勤 の 職 員 等 の 報 酬 、 費 用 弁 償 、 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 特 別 職 の 非 常 勤 の 職 員 等 の 報 酬 、 費 用 弁 償 、 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 ︵ 令 和 二 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 規

則 第 九 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 附 則 第 二 項 中 ﹁ 百 五 十 六 ・ 九 三 ﹂ を ﹁ 、 一 月 平 均 の 勤 務 時 間 ︵ 各 年 の 四 月 一 日 か ら 翌 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 日 数 か ら 当 該

期 間 に お け る 休 日 の 日 数 を 差 し 引 い た 日 数 を 十 二 で 除 し て 得 た 数 に 、 七 時 間 四 十 五 分 を 乗 じ て 得 た 時 間 ︵ 小 数 点 以 下 第 二 位

未 満 の 端 数 は 、 切 り 捨 て る 。 ︶ を い う 。 ︶ ﹂ に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 特 別 職 の 非 常 勤 の 職 員 等 の 報 酬 、 費 用 弁 償 、 期 末 手 当 及 び 勤

勉 手 当 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 規 定 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

　 　 　 　 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 　 　 　 　
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給 与 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 公 布 す る 。

　 　
令 和 七 年 四 月 三 十 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者
　 　 　 　 　 　 　

愛 知 県 知 事
　
大 村
　
秀 章
　

名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 十 一 号

　 　 　
給 与 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　
給 与 条 例 施 行 規 則 ︵ 昭 和 二 十 七 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 三 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　
第 一 条 の 六 第 一 号 中 ﹁ を い う 。 ﹂ の 下 に ﹁ 以 下 第 九 条 第 七 項 に お い て 同 じ 。 ﹂ を 加 え る 。

　
第 九 条 第 九 項 中 ﹁ 第 十 四 条 ﹂ を ﹁ 勤 務 時 間 条 例 第 十 四 条 ﹂ に 改 め る 。

　
第 十 八 条 の 四 第 六 項 中 ﹁ 百 五 十 六 ・ 九 三 時 間 ﹂ を ﹁ 各 年 の 四 月 一 日 か ら 翌 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 日 数 か ら 当 該 期 間 に お け

る 名 古 屋 港 管 理 組 合 の 休 日 を 定 め る 条 例 ︵ 平 成 三 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 七 号 ︶ 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 本 組 合 の 休 日 の

日 数 を 差 し 引 い た 日 数 を 十 二 で 除 し て 得 た 数 に 、 七 時 間 四 十 五 分 ︵ 地 方 公 務 員 法 ︵ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ︶ 第 二

十 二 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る 職 員 に あ つ て は 、 七 時 間 四 十 五 分 に 当 該 職 員 の 正 規 の 勤 務 時 間 を 常 時

勤 務 を 要 す る 職 員 の 正 規 の 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を 乗 じ て 得 た 時 間 ︶ を 乗 じ て 得 た 時 間 ︵ 小 数 点 以 下 第 二 位 未 満 の 端 数 は 、

切 り 捨 て る 。 ︶ ﹂ に 改 め 、 同 項 た だ し 書 を 削 る 。

　 　 　
附
　
則

　
︵ 施 行 期 日 等 ︶

１ 　
こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 給 与 条 例 施 行 規 則 の 規 定 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す

る 。

２ 　
次 項 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 給 与 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 ︵ 令 和 五 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 十 一 号 ︶ の 規 定

は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。 

　
︵ 給 与 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 の 一 部 改 正 ︶ 

３ 　
給 与 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　

 

　
附 則 第 二 項 中 ﹁ こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の ﹂ を 削 り 、 ﹁ 第 九 条 第 五 項 ﹂ の 下 に ﹁ 及 び 第 十 八 条 の 四 第 六 項 ﹂ を 加 え 、 ﹁ 同 項 ﹂

を ﹁ 第 九 条 第 五 項 ﹂ に 、 ﹁ と す る ﹂ を ﹁ と 、 第 十 八 条 の 四 第 六 項 中 ﹁ 地 方 公 務 員 法 ︵ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ︶

第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る ﹂ と あ る の は ﹁ 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条

例 ︵ 令 和 五 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 四 号 ︶ 附 則 第 十 一 項 若 し く は 第 十 二 項 又 は 第 十 四 項 若 し く は 第 十 五 項 の 規 定 に よ り

採 用 さ れ た ﹂ と す る ﹂ に 改 め る 。

　 　 　 　 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 　 　 　 　

　 住 居 手 当 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 公 布 す る 。

　 　 令 和 七 年 四 月 三 十 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者 　 　 　 　 　 　 　

愛 知 県 知 事 　 大 村 　 秀 章 　

名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 十 二 号

　 　 　 住 居 手 当 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 住 居 手 当 規 則 ︵ 昭 和 四 十 六 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 四 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 二 条 中 ﹁ 扶 養 親 族 ︵ ﹂ の 下 に ﹁ 職 員 の 配 偶 者 ︵ 届 出 を し な い が 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ る 者 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ︶

で 他 に 生 計 の 途 が な く 主 と し て 当 該 職 員 の 扶 養 を 受 け て い る 者 及 び ﹂ を 加 え 、 ﹁ ︵ 届 出 を し な い が 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事

情 に あ る 者 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ︶ ﹂ を 削 る 。

　 第 四 条 中 ﹁ ︵ 地 方 公 務 員 法 ︵ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ︶ 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め

る 職 員 を 除 く 。 ︶ ﹂ を 削 り 、 ﹁ 同 規 則 第 五 条 第 三 号 ﹂ を ﹁ 同 条 第 三 号 ﹂ に 、 ﹁ 愛 知 県 の 職 員 、 名 古 屋 市 の 職 員 、 職 員 の 退 職 手 当

に 関 す る 条 例 ︵ 昭 和 三 十 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 二 号 ︶ 第 七 条 第 五 項 第 三 号 に 規 定 す る 者 又 は 国 家 公 務 員 で あ つ た も の か

ら 人 事 交 流 等 に よ り 引 き 続 き 条 例 ﹂ を ﹁ 新 た に 条 例 第 五 条 第 一 項 に 規 定 す る 給 料 表 ﹂ に 、 ﹁ 当 該 条 例 ﹂ を ﹁ 当 該 給 料 表 ﹂ に

改 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 ︵ 施 行 期 日 等 ︶

１ 　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 住 居 手 当 規 則 ︵ 以 下 ﹁ 改 正 後 規 則 ﹂ と い う 。 ︶ の 規 定 は 、

令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

　 ︵ 経 過 措 置 ︶

２ 　 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 ︵ 令 和 五 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 四 号 ︶ 附 則 第 三 項 若 し く は 第 四 項 、

第 八 項 若 し く は 第 九 項 、 第 十 一 項 若 し く は 第 十 二 項 又 は 第 十 四 項 若 し く は 第 十 五 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 に 対 す る

改 正 後 規 則 第 四 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 中 ﹁ 条 例 第 五 条 第 一 項 に 規 定 す る ﹂ と あ る の は 、 ﹁ 職 員 の 定 年 等 に 関 す

る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 ︵ 令 和 五 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 四 号 ︶ 附 則 別 表 第 一 又 は 附 則 別 表 第 二 の ﹂ と す る 。

　 ︵ 住 居 手 当 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 の 一 部 改 正 ︶

 

３  　 住 居 手 当 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 ︵ 令 和 五 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 十 二 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

 

　 　 附 則 第 二 項 を 削 り 、 附 則 第 一 項 の 見 出 し 及 び 項 番 号 を 削 る 。

　 　 　 　 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 　 　 　 　
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通 勤 手 当 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 公 布 す る 。

　 　
令 和 七 年 四 月 三 十 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者
　 　 　 　 　 　 　

愛 知 県 知 事
　
大 村
　
秀 章
　

名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 十 三 号

　 　 　
通 勤 手 当 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　
通 勤 手 当 規 則 ︵ 昭 和 三 十 四 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 一 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　
第 四 条 中 ﹁ す み や か に ﹂ を ﹁ 速 や か に ﹂ に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 ﹁ 場 合 ﹂ の 下 に ﹁ 又 は 第 十 二 条 の 二 第 三 号 か ら 第 六 号 ま で

の 職 員 で な く な つ た 場 合 ﹂ を 加 え る 。

　
第 五 条 中 ﹁ 提 示 ﹂ の 下 に ﹁ 又 は 第 十 二 条 の 二 第 三 号 か ら 第 六 号 ま で の 職 員 た る 要 件 を 具 備 し て い る こ と を 証 明 す る 書 類 の

提 出 ﹂ を 加 え る 。

　
第 六 条 第 一 項 中 ﹁ 新 幹 線 鉄 道 等 ﹂ ﹂ の 下 に ﹁ ︵ 以 下 ﹁ 新 幹 線 鉄 道 等 ﹂ と い う 。 ︶ ﹂ を 加 え る 。

　
第 七 条 第 一 項 中 ﹁ こ の 条 ﹂ を ﹁ 以 下 こ の 条 及 び 第 八 条 第 二 号 ﹂ に 改 め る 。

　
第 八 条 第 一 号 中 ﹁ ︵ 同 項 第 一 号 に 規 定 す る 一 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 ︵ 以 下 ﹁ 一 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 ﹂ と い う 。 ︶

及 び 同 項 第 二 号 に 定 め る 額 の 合 計 額 が 五 万 五 千 円 を 超 え る と き は 、 五 万 五 千 円 に 、 そ の 職 員 の 手 当 に 係 る 支 給 単 位 期 間 の う

ち 最 も 長 い 支 給 単 位 期 間 の 月 数 を 乗 じ て 得 た 額 ︶ ﹂ を 削 り 、 同 条 第 二 号 中 ﹁ 一 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 ︵ 二 以 上 の 普 通 交

通 機 関 等 を 利 用 す る も の と し て 手 当 を 支 給 さ れ る 場 合 に あ つ て は ﹂ を ﹁ 運 賃 等 相 当 額 を そ の 支 給 単 位 期 間 の 月 数 で 除 し て 得

た 額 ︵ 普 通 交 通 機 関 等 が 二 以 上 あ る 場 合 に お い て は ﹂ に 改 め る 。

　
第 九 条 中 ﹁ 通 常 の 通 勤 の 経 路 及 び 方 法 に よ る 場 合 に は 公 署 を 異 に す る 異 動 又 は 在 勤 す る 公 署 の 移 転 前 の 通 勤 時 間 よ り 長 時

間 の 通 勤 時 間 を 要 す る こ と と な る 等 の 通 勤 の 実 情 の ﹂ を ﹁ 通 勤 の 実 情 に ﹂ に 、 ﹁ と す る ﹂ を ﹁ ︵ 新 幹 線 鉄 道 等 の 利 用 に よ り 通

勤 事 情 の 改 善 が 認 め ら れ る も の に 限 る 。 ︶ と す る ﹂ に 改 め る 。

　
第 十 一 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 十 一 条
　
削 除

　
第 十 二 条 の 見 出 し 並 び に 同 条 第 一 項 及 び 第 二 項 中 ﹁ に 係 る ﹂ を ﹁ の 利 用 に 係 る 特 別 料 金 等 に 係 る ﹂ に 改 め 、 同 条 第 三 項 中

﹁ 特 別 料 金 等 の 額 の 二 分 の 一 に 相 当 す る 額 ﹂ 及 び ﹁ 特 別 料 金 等 の 二 分 の 一 相 当 額 ﹂ を ﹁ 特 別 料 金 等 相 当 額 ﹂ に 改 め 、 同 項 後

段 を 次 の よ う に 改 め る 。 

　

 

　 こ の 場 合 に お い て 、 第 七 条 第 一 項 各 号 列 記 以 外 の 部 分 及 び 同 項 第 一 号 中 ﹁ 普 通 交 通 機 関 等 ﹂ と あ る の は ﹁ 新 幹 線 鉄 道 等 ﹂

と 、 同 項 第 二 号 中 ﹁ 普 通 交 通 機 関 等 ﹂ と あ る の は ﹁ 新 幹 線 鉄 道 等 ﹂ と 、 ﹁ 運 賃 等 ﹂ と あ る の は ﹁ 特 別 料 金 等 ﹂ と 、 同 条 第

二 項 中 ﹁ 普 通 交 通 機 関 等 ﹂ と あ る の は ﹁ 新 幹 線 鉄 道 等 ﹂ と 読 み 替 え る も の と す る 。 

　 第 十 二 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

　 ︵ 権 衡 職 員 の 範 囲 等 ︶

第� 十 二 条 の 二 　 条 例 第 十 一 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 手 当 を 支 給 さ れ る 職 員 と の 権 衡 上 、 同 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 次 に 掲 げ

る 職 員 ︵ 新 幹 線 鉄 道 等 の 利 用 に よ り 通 勤 事 情 の 改 善 が 認 め ら れ る も の に 限 る 。 ︶ に 対 す る 手 当 の 額 は 、 特 別 料 金 等 相 当 額

及 び 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 額 の 合 計 額 と す る 。

　 一

 

　 愛 知 県 の 職 員 、 名 古 屋 市 の 職 員 、 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 ︵ 昭 和 三 十 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 二 号 ︶ 第 七 条 第

五 項 第 三 号 に 規 定 す る 者 又 は 国 家 公 務 員 で あ つ た 者 ︵ 以 下 ﹁ 国 等 の 職 員 ﹂ と い う 。 ︶ か ら 人 事 交 流 等 に よ り 引 き 続 き 条

例 の 適 用 を 受 け る 職 員 と な つ た 者 の う ち 、 条 例 第 十 一 条 第 一 項 第 一 号 又 は 第 三 号 に 掲 げ る 職 員 で 、 当 該 適 用 の 直 前 の 住

居 ︵ 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 と な つ た 日 以 後 に 転 居 す る 場 合 に お い て 、 新 幹 線 鉄 道 等 を 通 勤 の た め 利 用 す る 経 路 に 変 更

が 生 じ な い と き の 当 該 転 居 後 の 住 居 及 び 総 務 部 長 が こ れ に 準 ず る と 認 め る 住 居 を 含 む 。 ︶ か ら 通 勤 の た め 、 新 幹 線 鉄 道

等 を 利 用 し 、 そ の 利 用 に 係 る 特 別 料 金 等 を 負 担 す る こ と を 常 例 と す る も の ︵ 当 該 適 用 の 直 前 の 勤 務 地 と 所 在 す る 地 域 を

異 に す る 公 署 に 在 勤 す る こ と と な つ た こ と に 伴 い 、 通 勤 の 実 情 に 変 更 を 生 ず る 者 で 、 新 幹 線 鉄 道 等 を 利 用 し な け れ ば 通

勤 す る こ と が 総 務 部 長 の 定 め る 基 準 に 照 ら し て 困 難 で あ る と 認 め ら れ る も の に 限 る 。)

　 二

 

　 配 偶 者 ︵ 届 出 を し な い が 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ る 者 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ︶ ︵ 配 偶 者 の な い 職 員 に あ つ て は 、

満 十 八 歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ る 子 ︶ の 住 居 に 転 居 し た こ と に 伴 い 単 身 赴 任 手 当 が 支 給 さ

れ な い こ と と な つ た 職 員 で 、 当 該 転 居 後 の 住 居 か ら の 通 勤 の た め 、 新 幹 線 鉄 道 等 を 利 用 し 、 そ の 利 用 に 係 る 特 別 料 金 等

を 負 担 す る こ と を 常 例 と す る も の

　 三

 

　 職 員 若 し く は 配 偶 者 の 公 署 を 異 に す る 異 動 若 し く は 在 勤 す る 公 署 の 移 転 ︵ 配 偶 者 が 職 員 で な い 場 合 に あ つ て は 、 こ れ

ら に 相 当 す る も の を 含 む 。 ︶ 、 国 等 の 職 員 若 し く は 公 益 的 法 人 等 へ の 一 般 職 の 地 方 公 務 員 の 派 遣 等 に 関 す る 法 律 ︵ 平 成 十

二 年 法 律 第 五 十 号 ︶ 第 十 条 第 二 項 に 規 定 す る 退 職 派 遣 者 で あ つ た 者 ︵ 以 下 ﹁ 退 職 派 遣 者 ﹂ と い う 。 ︶ か ら 人 事 交 流 等 に

よ り 引 き 続 き 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 と な つ た 者 の 当 該 適 用 又 は 本 組 合 を 退 職 し た 後 引 き 続 い て 採 用 さ れ た 職 員 の 当 該

採 用 に 伴 い 、 配 偶 者 と 同 居 し て 満 十 八 歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ る 子 を 養 育 す る た め 、 職 員

及 び 配 偶 者 の 通 勤 を 考 慮 し た 地 域 の 住 居 に 転 居 し た 職 員 で 、 当 該 転 居 後 の 住 居 ︵ 当 該 転 居 の 日 以 後 に 当 該 地 域 へ 転 居 す

る 場 合 に お け る 当 該 日 以 後 の 転 居 後 の 住 居 を 含 む 。 ︶ か ら の 通 勤 の た め 、 新 幹 線 鉄 道 等 を 利 用 し 、 そ の 利 用 に 係 る 特 別

料 金 等 を 負 担 す る こ と を 常 例 と す る も の ︵ 新 幹 線 鉄 道 等 を 利 用 し な け れ ば 通 勤 す る こ と が 総 務 部 長 の 定 め る 基 準 に 照 ら

し て 困 難 で あ る と 認 め ら れ る も の で あ り 、 か つ 、 当 該 子 の 養 育 を 行 つ て い る も の に 限 る 。 ︶

　 四

 

　 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 と な つ た 者 ︵ 国 等 の 職 員 若 し く は 退 職 派 遣 者 か ら 人 事 交 流 等 に よ り 引 き 続 き 条 例 の 適 用 を 受

け る 職 員 と な つ た 者 又 は 本 組 合 を 退 職 し た 後 引 き 続 い て 採 用 さ れ た 職 員 を 除 く 。 第 六 号 に お い て 同 じ 。 ︶ が 配 偶 者 と 同

居 し て 満 十 八 歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ る 子 を 養 育 す る た め に 職 員 及 び 配 偶 者 の 通 勤 を 考 慮

し た 地 域 の 住 居 に 居 住 し て い る 場 合 に お い て 、 当 該 住 居 か ら の 通 勤 の た め 、 新 幹 線 鉄 道 等 を 利 用 し 、 そ の 利 用 に 係 る 特

別 料 金 等 を 負 担 す る こ と を 常 例 と す る も の ︵ 新 幹 線 鉄 道 等 を 利 用 し な け れ ば 通 勤 す る こ と が 総 務 部 長 の 定 め る 基 準 に 照

ら し て 困 難 で あ る と 認 め ら れ る も の で あ り 、 か つ 、 当 該 子 の 養 育 を 行 つ て い る も の に 限 る 。 ︶

　 五

 

　 職 員 又 は 配 偶 者 の 父 母 ︵ 介 護 保 険 法 ︵ 平 成 九 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ︶ 第 十 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 要 介 護 認 定 を 受 け て い

る 者 に 限 る 。 次 号 に お い て 同 じ 。 ︶ の 介 護 に 伴 い 、 当 該 父 母 の 住 居 又 は そ の 近 隣 の 住 居 に 転 居 し た 職 員 で 、 当 該 転 居 後
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の 住 居 ︵ 当 該 転 居 の 日 以 後 に 当 該 父 母 の 住 居 又 は そ の 近 隣 の 住 居 を 転 居 す る 場 合 に お け る 当 該 日 以 後 の 転 居 後 の 住 居 を

含 む 。 ︶ か ら の 通 勤 の た め 、 新 幹 線 鉄 道 等 を 利 用 し 、 そ の 利 用 に 係 る 特 別 料 金 等 を 負 担 す る こ と を 常 例 と す る も の ︵ 新

幹 線 鉄 道 等 を 利 用 し な け れ ば 通 勤 す る こ と が 総 務 部 長 の 定 め る 基 準 に 照 ら し て 困 難 で あ る と 認 め ら れ る も の で あ り 、 か

つ 、 当 該 父 母 の 介 護 を 行 つ て い る も の に 限 る 。 ︶

　
六 　
条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 と な つ た 者 が 職 員 又 は 配 偶 者 の 父 母 の 介 護 の た め に 当 該 父 母 の 住 居 又 は そ の 近 隣 の 住 居 に 居

住 し て い る 場 合 に お い て 、 当 該 住 居 か ら の 通 勤 の た め 、 新 幹 線 鉄 道 等 を 利 用 し 、 そ の 利 用 に 係 る 特 別 料 金 等 を 負 担 す る

こ と を 常 例 と す る も の ︵ 新 幹 線 鉄 道 等 を 利 用 し な け れ ば 通 勤 す る こ と が 総 務 部 長 の 定 め る 基 準 に 照 ら し て 困 難 で あ る と

認 め ら れ る も の で あ り 、 か つ 、 当 該 父 母 の 介 護 を 行 つ て い る も の に 限 る 。 ︶

　
七 　
そ の 他 条 例 第 十 一 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 手 当 を 支 給 さ れ る 職 員 と の 権 衡 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ る も の と し て 総 務 部

長 が 定 め る 職 員

　
第 十 四 条 第 一 項 中 ﹁ 各 号 に 掲 げ る ﹂ を ﹁ に 規 定 す る ﹂ に 、﹁ 同 項 各 号 ﹂ を ﹁ 同 項 ﹂ に 改 め 、 同 条 第 二 項 を 次 の よ う に 改 め る 。 

２ 　
条 例 第 十 一 条 第 五 項 に 規 定 す る ﹁ 管 理 者 の 定 め る 通 勤 手 当 ﹂ は 、 一 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 等 ︵ 第 八 条 第 三 号 に 掲 げ

る 職 員 に 係 る も の を 除 く 。 ︶ 、 条 例 第 十 一 条 第 二 項 第 二 号 に 定 め る 額 ︵ 第 八 条 第 二 号 に 掲 げ る 職 員 に 係 る も の を 除 く 。 ︶ 及

び 特 別 料 金 等 相 当 額 を そ の 支 給 単 位 期 間 の 月 数 で 除 し て 得 た 額 ︵ 新 幹 線 鉄 道 等 が 二 以 上 あ る 場 合 に お い て は 、 そ の 合 計 額 ︶

の 合 計 額 ︵ 次 条 第 二 項 に お い て ﹁ 一 箇 月 当 た り の 通 勤 手 当 算 出 基 礎 額 ﹂ と い う 。 ︶ が 十 五 万 円 を 超 え る と き に お け る 通 勤

手 当 と し 、 条 例 第 十 一 条 第 五 項 に 規 定 す る ﹁ 管 理 者 の 定 め る 期 間 ﹂ は 、 そ の 者 の 当 該 通 勤 手 当 に 係 る 支 給 単 位 期 間 の う ち

最 も 長 い 支 給 単 位 期 間 と す る 。

　
第 十 五 条 第 一 項 中 ﹁ 第 十 一 条 第 五 項 ﹂ を ﹁ 第 十 一 条 第 六 項 ﹂ に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 ﹁ 普 通 交 通 機 関 等 に 係 る 手 当 に 係 る 条

例 第 十 一 条 第 五 項 ﹂ を ﹁ 条 例 第 十 一 条 第 六 項 ﹂ に 改 め 、 同 項 第 一 号 中 ﹁ 一 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 等 ︵ 第 八 条 第 一 号 に 掲

げ る 職 員 に あ つ て は 、 一 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 及 び 条 例 第 十 一 条 第 二 項 第 二 号 に 定 め る 額 の 合 計 額 。 以 下 こ の 項 に お い

て 同 じ 。 ︶ が 五 万 五 千 円 ﹂ を ﹁ 一 箇 月 当 た り の 通 勤 手 当 算 出 基 礎 額 が 十 五 万 円 ﹂ に 、 ﹁ す べ て ﹂ を ﹁ 全 て ﹂ に 改 め 、 ﹁ 普 通 交

通 機 関 等 ﹂ の 下 に ﹁ 及 び 新 幹 線 鉄 道 等 ﹂ を 加 え 、 ﹁ 運 賃 等 相 当 額 等 が 五 万 五 千 円 ﹂ を ﹁ 通 勤 手 当 算 出 基 礎 額 が 十 五 万 円 ﹂ に 、

﹁ 当 該 事 由 ﹂ を ﹁ 、 当 該 事 由 ﹂ に 、 ﹁ 運 賃 等 の ﹂ を ﹁ 運 賃 等 及 び 特 別 料 金 等 の ﹂ に 改 め 、 同 項 第 二 号 を 次 の よ う に 改 め る 。 

　
二 

　
一 箇 月 当 た り の 通 勤 手 当 算 出 基 礎 額 が 十 五 万 円 を 超 え て い た 場 合 　 十 五 万 円 に 事 由 発 生 月 の 翌 月 か ら 支 給 単 位 期 間 等

に 係 る 最 後 の 月 ま で の 月 数 を 乗 じ て 得 た 額 又 は そ の 職 員 の 利 用 す る 全 て の 普 通 交 通 機 関 等 及 び 新 幹 線 鉄 道 等 に つ い て の

払 戻 金 相 当 額 並 び に 既 に 支 給 さ れ て い る 手 当 の 額 を 考 慮 し て 総 務 部 長 が 別 に 定 め る 額 の 合 計 額 の い ず れ か 低 い 額 

　 第 十 五 条 第 三 項 を 削 る 。

 

　 第 十 六 条 第 一 項 中 ﹁ 第 十 一 条 第 六 項 ﹂ を ﹁ 第 十 一 条 第 七 項 ﹂ に 改 め る 。

 

　 第 十 九 条 中 ﹁ ど う か を ﹂ を ﹁ ど う か 並 び に 第 十 二 条 の 二 第 三 号 か ら 第 六 号 ま で の 職 員 た る 要 件 を 具 備 し て い る か ど う か の

確 認 を 、 ﹂ に 改 め 、 ﹁ 提 示 ﹂ の 下 に ﹁ 若 し く は そ の 具 備 を 証 明 す る 書 類 の 提 出 ﹂ を 加 え 、 ﹁ 確 認 す る ﹂ を ﹁ 行 う ﹂ に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 ︵ 施 行 期 日 等 ︶

１ 　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 通 勤 手 当 規 則 ︵ 以 下 ﹁ 改 正 後 規 則 ﹂ と い う 。 ︶ の 規 定 は 、

令 和 七 年 四 月 一 日 ︵ 以 下 ﹁ 適 用 日 ﹂ と い う 。 ︶ か ら 適 用 す る 。

　 ︵ 経 過 措 置 ︶

２ 　 改 正 後 規 則 第 十 二 条 の 二 第 三 号 か ら 第 六 号 ま で の 規 定 は 、 こ の 規 則 の 適 用 日 前 に こ れ ら の 号 に 掲 げ る 職 員 と な っ た 者 ︵ 同

条 第 三 号 及 び 第 五 号 に 規 定 す る 当 該 日 以 降 の 転 居 を し た も の を 除 く 。 ︶ に も 適 用 す る 。

　 　 　 　 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 　 　 　 　

　 単 身 赴 任 手 当 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 公 布 す る 。

　 　 令 和 七 年 四 月 三 十 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者 　 　 　 　 　 　 　

愛 知 県 知 事 　 大 村 　 秀 章 　

名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 十 四 号

　 　 　 単 身 赴 任 手 当 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 単 身 赴 任 手 当 規 則 ︵ 平 成 二 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 十 二 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 三 条 第 一 号 中 ﹁ 公 署 を ﹂ を ﹁ 総 務 部 長 の 定 め る と こ ろ に よ り 算 定 し た 通 勤 距 離 が 六 十 キ ロ メ ー ト ル 以 上 で あ り 、 か つ 、

公 署 を ﹂ に 改 め 、 ﹁ 移 転 ﹂ の 下 に ﹁ に 伴 い 支 給 要 件 ︵ 条 例 第 十 一 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 職 員 た る 要 件 又 は 第 五 条 各 号 に 規

定 す る 職 員 た る 要 件 を い う 。 以 下 同 じ 。 ︶ を 具 備 す る に 至 っ た 場 合 に あ っ て は 、 当 該 異 動 又 は 公 署 の 移 転 ﹂ を 加 え 、 ﹁ で あ っ

て 、 総 務 部 長 の 定 め る と こ ろ に よ り 算 定 し た 通 勤 距 離 が 六 十 キ ロ メ ー ト ル 以 上 ﹂ を 削 る 。

　 第 五 条 第 一 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

 

　 一

 

　 新 た に 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 に 関 す る 条 例 ︵ 平 成 十 五 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 六 号 ︶ の 規 定 に よ る 採 用 に よ り

職 員 と な り 、 こ れ に 伴 い 、 住 居 を 移 転 し 、 第 二 条 に 規 定 す る や む を 得 な い 事 情 に よ り 、 同 居 し て い た 配 偶 者 と 別 居 す る

こ と と な っ た 職 員 で 、 当 該 職 員 と な る 直 前 の 住 居 か ら 当 該 職 員 と な っ た 直 後 に 在 勤 す る 公 署 に 通 勤 す る こ と が 第 三 条 に

規 定 す る 基 準 に 照 ら し て 困 難 で あ る と 認 め ら れ る も の の う ち 、 単 身 で 生 活 す る こ と を 常 況 と す る 職 員

　 第 五 条 第 七 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

 

　 七

 

　 第 二 号 か ら 前 号 ま で の 規 定 中 ﹁ 公 署 を 異 に す る 異 動 又 は 在 勤 す る 公 署 の 移 転 ﹂ と あ る の を ﹁ 新 た に 条 例 第 五 条 第 一 項

に 規 定 す る 給 料 表 ︵ 以 下 ﹁ 給 料 表 ﹂ と い う 。 ︶ の 適 用 を 受 け る 職 員 と な っ た こ と ﹂ と 、 ﹁ 異 動 又 は 公 署 の 移 転 ﹂ と あ る の

を ﹁ 給 料 表 の 適 用 ﹂ と 読 み 替 え た 場 合 に 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 職 員 た る 要 件 に 該 当 す る こ と と な る 職 員

　 第 七 条 第 一 項 中 ﹁ 条 例 第 十 一 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 職 員 た る 要 件 又 は 第 五 条 各 号 に 規 定 す る 職 員 た る 要 件 ︵ 以 下 ﹁ ﹂ 及

び ﹁ ﹂ と い う 。 ︶ ﹂ を 削 る 。

　 　 　 附 　 則

　 ︵ 施 行 期 日 等 ︶

１ 　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 単 身 赴 任 手 当 規 則 ︵ 以 下 ﹁ 改 正 後 規 則 ﹂ と い う 。 ︶ の 規 定 は 、
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令 和 七 年 四 月 一 日 ︵ 以 下 ﹁ 適 用 日 ﹂ と い う 。 ︶ か ら 適 用 す る 。

　
︵ 経 過 措 置 ︶

２ 　
改 正 後 規 則 第 五 条 第 一 号 及 び 第 七 号 の 規 定 は 、 こ の 規 則 の 適 用 日 前 に 新 た に 給 与 条 例 ︵ 昭 和 二 十 七 年 名 古 屋 港 管 理 組 合

条 例 第 五 号 ︶ 第 五 条 第 一 項 に 規 定 す る 給 料 表 又 は 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 ︵ 令 和 五 年 名 古 屋 港 管

理 組 合 条 例 第 四 号 ︶ 附 則 別 表 第 一 若 し く は 附 則 別 表 第 二 の 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 と な っ た 者 に も 適 用 す る 。

　
︵ 単 身 赴 任 手 当 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 の 一 部 改 正 ︶ 

３ 　
単 身 赴 任 手 当 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 ︵ 令 和 五 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 十 三 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

　

 

　
附 則 第 二 項 中 ﹁ こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の ﹂ を 削 り 、 ﹁ 地 方 公 務 員 法 ︵ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 。 以 下 ﹁ 法 ﹂ と

い う 。 ︶ 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 ﹂ を ﹁ 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 に 関 す る 条 例 ︵ 平 成 十 五 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 六 号 ︶

の 規 定 に よ る 採 用 に よ り ﹂ に 、 ﹁ 附 則 第 三 項 若 し く は 第 四 項 、 第 八 項 若 し く は 第 九 項 、 第 十 一 項 若 し く は 第 十 二 項 又 は 第

十 四 項 若 し く は 第 十 五 項 ﹂ ﹂ を ﹁ 附 則 別 表 第 一 又 は 附 則 別 表 第 二 の 給 料 表 の 適 用 を 受 け る ﹂ ﹂ に 、﹁ 法 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 ﹂

を ﹁ 条 例 第 五 条 第 一 項 に 規 定 す る ﹂ に 、 ﹁ 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 附 則 第 三 項 若 し く は 第 四 項 、

第 八 項 若 し く は 第 九 項 、 第 十 一 項 若 し く は 第 十 二 項 又 は 第 十 四 項 若 し く は 第 十 五 項 ﹂ を ﹁ 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 の 一

部 を 改 正 す る 条 例 附 則 別 表 第 一 又 は 附 則 別 表 第 二 の ﹂ に 改 め る 。

　 　 　 　
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
　 　 　 　

　
旅 費 条 例 施 行 規 則 を 公 布 す る 。

　 　
令 和 七 年 四 月 三 十 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者
　 　 　 　 　 　 　

愛 知 県 知 事
　
大 村
　
秀 章
　

名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 十 五 号

　 　 　
旅 費 条 例 施 行 規 則

　
旅 費 条 例 施 行 規 則 ︵ 昭 和 二 十 八 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 三 号 ︶ の 全 部 を 改 正 す る 。

　
︵ 趣 旨 ︶

第� 一 条 　 こ の 規 則 は 、 旅 費 条 例 ︵ 令 和 七 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 四 号 。 以 下 ﹁ 条 例 ﹂ と い う 。 ︶ の 施 行 に 関 し て 必 要 な 事

項 を 定 め る も の と す る 。

　 ︵ 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け な い 職 員 の 職 務 の 級 ︶

 

第� 二 条 　 条 例 第 二 条 第 二 号 に 規 定 す る ﹁ 管 理 者 が 定 め る こ れ に 相 当 す る 職 務 の 級 ﹂ は 、 別 に 定 め る 場 合 を 除 き 、 給 与 条 例 ︵ 昭

和 二 十 七 年 条 例 第 五 号 ︶ 第 五 条 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 に あ っ て は 、 給 与 条 例 別 表 第 一 行 政 職

給 料 表 ︵ 以 下 ﹁ 行 政 職 給 料 表 ﹂ と い う 。 ︶ の 職 務 の 級 が 一 級 に あ る も の と す る 。

　 ︵ 旅 行 役 務 提 供 者 ︶

 

第 三 条 　 条 例 第 二 条 第 十 号 に 規 定 す る ﹁ 管 理 者 が 定 め る 者 ﹂ は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 と す る 。

 

　 一 　 旅 行 業 法 ︵ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 二 百 三 十 九 号 ︶ 第 六 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 旅 行 業 者
 

　 二

 

　 鉄 道 事 業 法 ︵ 昭 和 六 十 一 年 法 律 第 九 十 二 号 ︶ 第 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 鉄 道 運 送 事 業 者 及 び 軌 道 法 ︵ 大 正 十 年 法 律 第

七 十 六 号 ︶ 第 四 条 に 規 定 す る 軌 道 経 営 者 

　 三 　 海 上 運 送 法 ︵ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 八 十 七 号 ︶ 第 二 十 三 条 の 三 第 二 項 に 規 定 す る 船 舶 運 航 事 業 者
 

　 四 　 航 空 法 ︵ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 二 百 三 十 一 号 ︶ 第 二 条 第 十 八 項 に 規 定 す る 航 空 運 送 事 業 を 経 営 す る 者
 

　 五 　 道 路 運 送 法 ︵ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 百 八 十 三 号 ︶ 第 九 条 第 七 項 第 三 号 に 規 定 す る 一 般 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 者

 

　 六 　 旅 館 業 法 ︵ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 三 十 八 号 ︶ 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 旅 館 業 を 営 む 者

 

　 七

 

　 貨 物 自 動 車 運 送 事 業 法 ︵ 平 成 元 年 法 律 第 八 十 三 号 ︶ 第 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 一 般 貨 物 自 動 車 運 送 事 業 者 及 び 貨 物 利 用

運 送 事 業 法 ︵ 平 成 元 年 法 律 第 八 十 二 号 ︶ 第 五 十 五 条 第 一 項 に 規 定 す る 貨 物 利 用 運 送 事 業 者 

　 八 　 外 国 に お け る 前 各 号 に 掲 げ る 者 に 相 当 す る も の

 

　 ︵ 旅 行 命 令 等 の 変 更 を 受 け た 場 合 等 に お け る 旅 費 ︶

 

第 四 条 　 条 例 第 三 条 第 六 項 に 規 定 す る ﹁ 管 理 者 が 定 め る 場 合 ﹂ は 、 次 に 掲 げ る 場 合 と す る 。

 

　 一

 

　 条 例 第 三 条 第 二 項 及 び 第 五 項 の 規 定 に よ り 旅 費 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 者 が 、 傷 病 そ の 他 や む を 得 な い 事 情 に よ

り 旅 行 を 中 止 し 、 又 は 変 更 し た と き 。 

　 二

 

　 条 例 第 三 条 第 一 項 及 び 第 二 項 第 一 号 の 規 定 に よ り 旅 費 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 職 員 が そ の 家 族 の 旅 行 に つ い て 条

例 第 十 五 条 及 び 第 十 七 条 第 一 項 に 基 づ く 旅 費 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 場 合 で あ っ て 、 当 該 家 族 が 死 亡 又 は 傷 病 そ の

他 や む を 得 な い 事 情 に よ り 旅 行 を 中 止 し 、 又 は 変 更 し た と き 。 

２ 　 条 例 第 三 条 第 六 項 に 規 定 す る ﹁ 管 理 者 が 定 め る も の ﹂ は 、 条 例 第 二 十 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 旅 費 を 支 給 す る 場 合 を 除

く ほ か 、 次 に 掲 げ る 金 額 と す る 。 

　 一

 

　 鉄 道 賃 、 船 賃 、 航 空 賃 及 び そ の 他 の 交 通 費 ︵ 家 族 移 転 費 の う ち こ れ ら に 相 当 す る 部 分 を 含 む 。 ︶ に つ い て は 、 条 例 第

八 条 第 一 項 各 号 、 第 九 条 第 一 項 各 号 、 第 十 条 第 一 項 各 号 及 び 第 十 一 条 各 号 ︵ 同 条 た だ し 書 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 を 除

く 。 ︶ に 掲 げ る 各 費 用 に つ い て 、 当 該 各 条 及 び 条 例 第 六 条 の 規 定 に よ り 計 算 し た 額 と 現 に 支 払 っ た 額 で 所 要 の 払 戻 手 続

を と っ た に も か か わ ら ず 払 戻 し を 受 け る こ と が で き な い 額 又 は 所 要 の 取 消 手 続 を と っ た に も か か わ ら ず な お 支 払 う 必 要

が あ る 額 を 比 較 し 、 当 該 各 費 用 ご と の い ず れ か 少 な い 額 の 合 計 額 

　 二

 

　 宿 泊 費 、 包 括 宿 泊 費 、 転 居 費 、 着 後 滞 在 費 ︵ 宿 泊 手 当 に 相 当 す る 部 分 を 除 く 。 ︶ 、 家 族 移 転 費 ︵ 宿 泊 手 当 に 相 当 す る 部

分 を 除 く 。 ︶ 及 び 渡 航 雑 費 に つ い て は 、 当 該 各 種 目 に つ い て 条 例 第 六 条 並 び に 第 十 二 条 、 第 十 三 条 、 第 十 五 条 、 第 十 六 条 、

第 十 七 条 第 一 項 及 び 第 十 八 条 の 規 定 に よ り 計 算 し た 額 と 現 に 支 払 っ た 額 で 所 要 の 払 戻 手 続 を と っ た に も か か わ ら ず 払 戻

し を 受 け る こ と が で き な い 額 又 は 所 要 の 取 消 手 続 を と っ た に も か か わ ら ず な お 支 払 う 必 要 が あ る 額 を 比 較 し 、 当 該 各 種

目 ご と の い ず れ か 少 な い 額 の 合 計 額 

　 三

 

　 前 二 号 に 掲 げ る 金 額 の ほ か 、 手 数 料 そ の 他 の 旅 行 命 令 等 の 変 更 等 に 伴 い 支 給 す る 必 要 が あ る も の と し て 旅 行 命 令 権 者

が 認 め た 額 

　 ︵ 旅 費 額 を 喪 失 し た 場 合 に お け る 旅 費 ︶
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第 五 条
　
条 例 第 三 条 第 七 項 に 規 定 す る ﹁ 管 理 者 が 定 め る 事 情 ﹂ は 、 次 に 掲 げ る 事 情 と す る 。 

　
一
　
交 通 事 故 そ の 他 の 条 例 第 三 条 第 七 項 に 規 定 す る 者 の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 事 情 

　
二 
　
前 条 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 旅 費 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 場 合 に お け る 当 該 家 族 の 旅 行 中 の 天 災 又 は 交 通 事 故 そ

の 他 の 当 該 職 員 若 し く は 家 族 の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 事 情 

２
　
条 例 第 三 条 第 七 項 に 規 定 す る ﹁ 管 理 者 が 定 め る 金 額 ﹂ は 、 次 に 掲 げ る 金 額 と す る 。 

　
一 

　
現 に 所 持 し て い た 旅 費 額 ︵ 交 通 手 段 を 利 用 す る た め の 乗 車 券 、 乗 船 券 、 航 空 券 等 で 当 該 旅 行 に つ い て 購 入 し た も の を

含 む 。 以 下 同 じ 。 ︶ の 全 部 を 喪 失 し た 場 合 に は 、 そ の 喪 失 し た 時 以 後 の 旅 行 を 完 了 す る た め 条 例 又 は 旅 費 に 関 す る 法 令 ︵ 他

の 条 例 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ︶ の 規 定 に よ り 支 給 す る こ と が で き る 額 

　
二
　
現 に 所 持 し て い た 旅 費 額 の 一 部 を 喪 失 し た 場 合 に は 、 前 号 に 規 定 す る 額 か ら 喪 失 を 免 れ た 旅 費 額 を 差 し 引 い た 額 

　
︵ 旅 行 命 令 簿 等 の 記 載 事 項 又 は 記 録 事 項 ︶ 

第 六 条
　
条 例 第 四 条 第 四 項 に 規 定 す る ﹁ 管 理 者 が 定 め る 事 項 ﹂ は 、 別 記 様 式 に 定 め る 事 項 と す る 。

　
︵ 鉄 道 賃 に 係 る 鉄 道 等 ︶ 

第 七 条
　
条 例 第 八 条 第 一 項 に 規 定 す る ﹁ そ の 他 管 理 者 が 定 め る も の ﹂ は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。 

　
一
　
鉄 道 事 業 法 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 鉄 道 事 業 の 用 に 供 す る 鉄 道 に 類 す る も の 

　
二
　
軌 道 法 第 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 軌 道 に 類 す る も の 

　
三
　
外 国 に お け る 前 二 号 に 掲 げ る も の に 相 当 す る も の 

２ 　
条 例 第 八 条 第 一 項 第 五 号 に 規 定 す る ﹁ 特 別 職 員 そ の 他 の 職 員 の う ち 管 理 者 が 定 め る も の ﹂ は 、 内 国 旅 行 の 場 合 に あ っ て

は 特 別 職 員 及 び 特 別 職 員 若 し く は 特 別 職 員 の 旅 費 相 当 額 を 支 給 さ れ る 者 に 随 行 し て 旅 行 す る 又 は こ れ ら の 職 員 等 の 代 理 と

し て 旅 行 す る 職 員 ︵ 以 下 ﹁ 随 行 等 職 員 ﹂ と い う 。 ︶ と し 、 外 国 旅 行 の 場 合 に あ っ て は 特 別 職 員 、 職 務 の 級 が 七 級 以 上 の 職

員 及 び 随 行 等 職 員 と す る 。 

　
︵ 船 賃 に 係 る 船 舶 等 ︶ 

第 八 条
　
条 例 第 九 条 第 一 項 に 規 定 す る ﹁ そ の 他 管 理 者 が 定 め る も の ﹂ は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。 

　
一
　
海 上 運 送 法 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 船 舶 運 航 事 業 の 用 に 供 す る 船 舶 に 類 す る も の 

　
二 　 外 国 に お け る 前 号 に 掲 げ る も の に 相 当 す る も の

 

　 ︵ 航 空 賃 に 係 る 航 空 機 等 ︶

 

第 九 条 　 条 例 第 十 条 第 一 項 に 規 定 す る ﹁ 管 理 者 が 定 め る も の ﹂ は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。

 

　 一 　 航 空 法 第 二 条 第 十 八 項 に 規 定 す る 航 空 運 送 事 業 の 用 に 供 す る 航 空 機 に 類 す る も の

 

　 二 　 外 国 に お け る 前 号 に 掲 げ る も の に 相 当 す る も の

 

２ 　 条 例 第 十 条 第 二 項 第 四 号 に 規 定 す る ﹁ 管 理 者 が 定 め る も の ﹂ は 、 一 の 旅 行 区 間 に お け る 飛 行 時 間 が 二 十 四 時 間 以 上 の 移

動 と す る 。 

　 ︵ そ の 他 の 交 通 費 に 係 る 移 動 ︶

 

第� 十 条 　 条 例 第 十 一 条 た だ し 書 に 規 定 す る ﹁ 管 理 者 が 特 に 必 要 と 認 め る も の ﹂ は 、 自 家 用 自 動 車 を 利 用 す る 移 動 ︵ 総 務 部 長

が 定 め る も の に 限 る 。 ︶ と す る 。 

　 ︵ 宿 泊 に 係 る 特 別 な 事 情 ︶

 

第� 十 一 条 　 条 例 第 十 二 条 た だ し 書 に 規 定 す る ﹁ 管 理 者 が 定 め る 場 合 ﹂ は 、 現 に 支 払 っ た 費 用 の 額 が 宿 泊 費 基 準 額 を 超 え る 場

合 で あ っ て 、 内 国 の 宿 泊 に あ っ て は 第 一 号 に 定 め る と き と し 、 外 国 の 宿 泊 に あ っ て は 第 二 号 に 定 め る と き と す る 。 

　 一 　 旅 行 命 令 権 者 が 次 の イ 又 は ロ の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め る と き 。

 

　 　 イ

 

　 用 務 の 関 係 者 か ら 宿 泊 施 設 の 指 定 が あ り 当 該 宿 泊 施 設 以 外 に 宿 泊 す る こ と が 困 難 で あ る と き 。

 

　 　 ロ 　 公 務 の 円 滑 な 運 営 上 支 障 の な い 範 囲 及 び 条 件 に お い て 検 索 し 、 そ の 結 果 か ら 最 も 安 価 な 宿 泊 施 設 を 選 択 す る と き 。

 

　 二 　 旅 行 命 令 権 者 が 次 の イ か ら ニ ま で の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め る と き 。

 

　 　 イ 　 用 務 の 関 係 者 か ら 宿 泊 施 設 の 指 定 が あ り 当 該 宿 泊 施 設 以 外 に 宿 泊 す る こ と が 困 難 で あ る と き 。

 

　 　 ロ 　 旅 行 者 が 特 別 職 員 又 は 特 別 職 員 の 旅 費 相 当 額 を 支 給 さ れ る 者 に 随 行 し て 旅 行 す る と き 。

 

　 　 ハ 　 公 務 の 円 滑 な 運 営 上 支 障 の な い 範 囲 及 び 条 件 に お い て 検 索 し 、 そ の 結 果 か ら 最 も 安 価 な 宿 泊 施 設 を 選 択 す る と き 。
 

　 　 ニ 　 為 替 相 場 の 変 動 そ の 他 旅 行 命 令 等 を 発 し た 時 に は 通 常 予 見 す る こ と の で き な い 事 情 が あ っ た と き 。

 

　 ︵ 転 居 費 等 ︶

 

第� 十 二 条 　 条 例 第 十 五 条 、 第 十 六 条 及 び 第 十 七 条 第 一 項 に 規 定 す る ﹁ 管 理 者 が 特 に 必 要 と 認 め る も の ﹂ は 、 次 に 掲 げ る 場 合

で 旅 行 命 令 権 者 が 必 要 と 認 め る も の と す る 。 

　 一 　 公 舎 に 居 住 を 命 ぜ ら れ た 場 合

 

　 二 　 公 舎 に 居 住 を 命 ぜ ら れ た 後 、 公 舎 の 明 渡 し を 命 ぜ ら れ た 場 合

 

　 三 　 前 二 号 に 準 ず る 特 別 の 考 慮 を 必 要 と す る 場 合

 

　 ︵ 転 居 費 の 算 定 方 法 等 ︶

 

第� 十 三 条 　 条 例 第 十 五 条 に 規 定 す る ﹁ 管 理 者 が 定 め る 方 法 ﹂ は 、 次 に 掲 げ る 方 法 と す る 。 た だ し 、 外 国 旅 行 の 場 合 に あ っ て

は 、 国 家 公 務 員 等 の 旅 費 支 給 規 程 ︵ 昭 和 二 十 五 年 大 蔵 省 令 第 四 十 五 号 ︶ 別 表 第 四 に 定 め る 容 積 又 は 重 量 の 範 囲 内 に お い て

算 定 し た 額 と す る 。 

　 一

 

　 運 送 業 者 が 家 財 の 運 送 を 行 う 場 合 に は 、 複 数 の 運 送 業 者 に 見 積 り を さ せ 、 か つ 、 そ の 中 か ら 最 も 経 済 的 な も の を 選 択

す る と き に 限 り 、 当 該 運 送 に 要 す る 額 を 転 居 費 の 額 と す る 方 法 

　 二

 

　 旅 行 役 務 提 供 者 が 家 財 の 運 送 を 行 う 場 合 に は 、 前 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 運 送 に 要 す る 額 を 転 居 費 の 額 と す る 方

法 

　 三

 

　 旅 行 者 が 宅 配 便 又 は 自 家 用 自 動 車 若 し く は 道 路 運 送 法 第 八 十 条 第 一 項 の 許 可 を 受 け て 業 と し て 有 償 で 貸 し 渡 す 自 家 用

自 動 車 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の を 利 用 し て 家 財 の 運 送 を 行 う 場 合 に は 、 当 該 運 送 に 要 す る 額 を 転 居 費 の 額 と す る 方 法 。

た だ し 、 当 該 運 送 に 要 す る 額 が 運 送 業 者 に 依 頼 し た も の と し て 第 一 号 の 規 定 に よ り 算 定 し た 額 を 超 え る と き は 、 当 該 額

と す る 。 

２ 　 前 項 の 算 定 に 当 た っ て は 、 他 の 種 目 と し て 支 給 を 受 け る 費 用 そ の 他 の 本 組 合 の 経 費 に よ る 支 給 が 適 当 で な い 費 用 と し て
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総 務 部 長 が 定 め る も の を 除 く も の と す る 。 
　
︵ 渡 航 雑 費 の 細 則 ︶ 

第� 十 四 条
　
条 例 第 十 八 条 に 規 定 す る ﹁ 管 理 者 が 定 め る 費 用 ﹂ は 、 次 に 掲 げ る 費 用 ︵ 公 務 の た め 特 に 必 要 と す る も の に 限 る 。 ︶

と す る 。 

　
一
　
条 例 第 十 八 条 に 規 定 す る 費 用 に 類 す る 又 は 付 随 す る 費 用 

　
二
　
前 号 に 掲 げ る 費 用 の ほ か 、 旅 行 者 の 負 担 と す べ き で な い も の と し て 総 務 部 長 が 定 め る 費 用 

　
︵ 退 職 者 等 の 旅 費 の 細 則 ︶ 

第� 十 五 条
　
条 例 第 二 十 条 の 規 定 に よ り 支 給 す る 旅 費 は 、 条 例 第 三 条 第 二 項 第 一 号 に 掲 げ る 職 員 が 退 職 等 の 日 に い た 地 か ら 退

職 等 当 時 又 は 赴 任 前 の 在 勤 地 に 旅 行 す る も の と し て 計 算 し た も の と す る 。 

２ 

　
前 項 の 場 合 に お け る 旅 費 の 計 算 に つ い て は 、 当 該 職 員 を 退 職 等 と な る 前 の 職 務 の 級 に あ る 者 ︵ 特 別 職 員 で あ っ た 場 合 は 、

当 該 者 ︶ と み な す 。 

　
︵ 遺 族 等 の 旅 費 の 細 則 ︶ 

第� 十 六 条
　
条 例 第 二 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 支 給 す る 旅 費 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る も

の と す る 。 

　
一 

　
条 例 第 三 条 第 二 項 第 二 号 に 掲 げ る 遺 族 に 対 し 旅 費 を 支 給 す る 場 合
　
当 該 遺 族 の 一 人 が 職 員 の 死 亡 当 時 の 在 勤 地 又 は 当

該 遺 族 の 現 に 居 住 す る 赴 任 前 の 在 勤 地 か ら 死 亡 地 ま で の 往 復 に 要 す る 旅 費 

　
二 

　
条 例 第 三 条 第 二 項 第 三 号 に 掲 げ る 遺 族 に 対 し 旅 費 を 支 給 す る 場 合
　
同 号 の 職 員 が 赴 任 後 の 在 勤 地 か ら 赴 任 前 の 在 勤 地

へ 再 び 赴 任 し た と す る な ら ば 当 該 職 員 に 支 給 す べ き 旅 費 に 相 当 す る 旅 費 

　
三 

　
条 例 第 三 条 第 二 項 第 四 号 に 掲 げ る 職 員 に 対 し 旅 費 を 支 給 す る 場 合
　
当 該 職 員 が そ の 居 住 地 か ら 死 亡 地 ま で の 往 復 に 要

す る 旅 費 

２ 

　
前 項 第 一 号 及 び 第 二 号 の 場 合 に お け る 旅 費 の 計 算 に つ い て は 、 前 項 第 一 号 の 場 合 に あ っ て は 当 該 遺 族 を 死 亡 す る 前 の 当

該 職 員 の 職 務 の 級 に あ る 者 ︵ 当 該 職 員 が 特 別 職 員 で あ っ た 場 合 は 、 当 該 者 。 以 下 同 じ 。 ︶ と 、 前 項 第 二 号 の 場 合 に あ っ て

は 当 該 遺 族 の う ち 一 人 を 死 亡 す る 前 の 当 該 職 員 の 職 務 の 級 に あ る 者 と 、 そ の 他 の 遺 族 を そ の 者 の 家 族 と み な す 。 

　
︵ 旅 費 の 調 整 ︶ 

第� 十 七 条 　 旅 行 命 令 権 者 は 、 条 例 第 二 十 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 旅 費 を 調 整 す る 場 合 に は 、 必 要 と 認 め た 額 を 支 給 す る こ と

が で き る 。 

　 ︵ 在 勤 公 署 等 以 外 の 地 を 出 発 地 又 は 到 着 地 と す る 場 合 の 旅 費 ︶

 

第� 十 八 条 　 在 勤 公 署 ︵ 常 時 勤 務 す る 在 勤 公 署 の な い 場 合 又 は 旅 行 命 令 権 者 が 認 め る 場 合 に は 、 住 所 、 居 所 そ の 他 旅 行 命 令 権

者 が 認 め る 場 所 。 以 下 同 じ 。 ︶ 又 は 旅 行 地 ︵ 以 下 ﹁ 在 勤 公 署 等 ﹂ と い う 。 ︶ 以 外 の 地 を 出 発 地 と し て 旅 行 す る 場 合 に お け る

旅 費 の 支 給 額 は 、 在 勤 公 署 等 以 外 の 地 か ら 目 的 地 に 至 る 旅 費 の 額 と 在 勤 公 署 等 か ら 目 的 地 に 至 る 旅 費 の 額 を 比 較 し 、 い ず

れ か 少 な い 額 と す る 。 

２ 　 既 に 旅 行 し て い る 者 が 、 旅 行 地 か ら 在 勤 公 署 以 外 の 地 を 到 着 地 と し て 旅 行 す る 場 合 に お け る 旅 費 の 支 給 額 は 、 旅 行 地 か

ら 在 勤 公 署 以 外 の 地 に 至 る 旅 費 の 額 と 旅 行 地 か ら 在 勤 公 署 に 至 る 旅 費 の 額 を 比 較 し 、 い ず れ か 少 な い 額 と す る 。 

　 ︵ 本 邦 通 過 の 場 合 の 旅 費 ︶

 

第� 十 九 条 　 外 国 旅 行 中 本 邦 を 通 過 す る 場 合 に は 、 そ の 本 邦 内 の 旅 行 に つ い て 支 給 す る 旅 費 は 、 内 国 旅 行 の 規 定 に よ る 。 た だ

し 、 外 国 航 路 の 船 舶 又 は 航 空 機 に よ り 本 邦 を 出 発 し 、 又 は 本 邦 に 到 着 し た 場 合 に お け る 船 賃 又 は 航 空 賃 に つ い て は 、 外 国

旅 行 の 規 定 に よ る 。 

２ 　 前 項 本 文 の 場 合 に お い て 、 条 例 第 十 七 条 第 一 項 第 一 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 本 邦 出 発 の 場 合 に は そ の 外 国 へ の 出 発

地 を 新 居 住 地 又 は 居 住 地 と み な す 。 

　 ︵ 在 勤 地 内 等 旅 費 ︶

 

第� 二 十 条 　 職 員 が 在 勤 地 内 及 び そ の 付 近 地 ︵ 総 務 部 長 が 定 め る 区 域 を い う 。 ︶ の 出 張 ︵ 以 下 ﹁ 在 勤 地 内 等 出 張 ﹂ と い う 。 ︶ を

す る 場 合 に 支 給 す る 旅 費 ︵ 以 下 ﹁ 在 勤 地 内 等 旅 費 ﹂ と い う 。 ︶ は 、 鉄 道 賃 、 船 賃 及 び そ の 他 の 交 通 費 ︵ 条 例 第 十 一 条 た だ

し 書 及 び 同 条 第 一 号 に 規 定 す る 移 動 に 要 す る 費 用 に 限 る 。 ︶ と し 、 こ れ ら 以 外 の 旅 費 は 支 給 し な い 。 

２ 　 在 勤 地 内 及 び そ の 付 近 地 を 巡 回 す べ き 職 に あ る 者 が そ の 職 務 の た め 担 当 区 域 内 を 巡 回 す る 場 合 又 は 外 勤 事 務 に 従 事 す べ

き 職 に あ る 者 が そ の 職 務 の た め 外 勤 事 務 に 従 事 す る 場 合 に は 、 特 に 必 要 で あ る 場 合 を 除 き 、 在 勤 地 内 等 旅 費 を 支 給 し な い 。 

３ 　 在 勤 地 内 等 旅 費 は 、 そ の 月 分 を 翌 月 の 給 料 の 支 給 日 に 支 給 す る 。 た だ し 、 職 員 が 退 職 等 と な っ た 場 合 又 は 死 亡 し た 場 合

は 、 こ れ ら の 事 実 が 生 じ た 日 以 後 速 や か に 支 給 す る も の と す る 。 

４ 　 在 勤 地 内 等 出 張 は 、 出 張 命 令 ︵ 在 勤 地 内 等 出 張 を す る 場 合 に 発 す る 旅 行 命 令 を い う 。 ︶ に よ っ て 行 う も の と す る 。 こ の

場 合 に お け る 第 六 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 総 務 部 長 が 別 に 定 め る も の と す る 。

　 ︵ 委 任 ︶

 

第� 二 十 一 条 　 こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 総 務 部 長 が 定 め る 。

 

　 　 　 附 　 則

 

　 ︵ 施 行 期 日 等 ︶

 

１ 　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 旅 費 条 例 施 行 規 則 ︵ 以 下 ﹁ 改 正 後 規 則 ﹂ と い う 。 ︶ の 規 定 は 、

令 和 七 年 四 月 一 日 ︵ 以 下 ﹁ 適 用 日 ﹂ と い う 。 ︶ か ら 適 用 す る 。

　 ︵ 経 過 措 置 ︶

 

２ 　 改 正 後 規 則 の 規 定 は 、 適 用 日 以 後 に 旅 行 命 令 権 者 が 旅 行 命 令 等 を 発 す る 旅 行 及 び 条 例 第 三 条 第 五 項 の 規 定 に よ り 旅 費 の

支 給 を 決 定 す る 旅 行 に つ い て 適 用 し 、 適 用 日 前 に 条 例 に よ る 改 正 前 の 旅 費 条 例 ︵ 昭 和 二 十 七 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 六

号 。 以 下 ﹁ 改 正 前 条 例 ﹂ と い う 。 ︶ 第 二 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 旅 行 命 令 権 者 が 同 項 に 規 定 す る 旅 行 命 令 等 を 発 し た 旅 行

及 び 改 正 前 条 例 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 旅 費 の 支 給 を 決 定 し た 旅 行 ︵ 法 令 そ の 他 に よ り 旅 費 の 支 給 を 必 要 と す る 場 合 に

限 る 。 ︶ に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 た だ し 、 適 用 日 前 に 改 正 前 条 例 第 二 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 旅 行 命 令 権 者 が

同 項 に 規 定 す る 旅 行 命 令 等 を 発 し 、 か つ 、 適 用 日 以 後 に 旅 行 命 令 権 者 が 条 例 第 四 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 当 該 旅 行 命 令 等 を

変 更 す る 旅 行 に つ い て は 、 改 正 後 規 則 の 規 定 は 、 当 該 旅 行 の う ち 当 該 変 更 の 日 以 後 の 期 間 に 対 応 す る 分 に つ い て 適 用 し 、
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当 該 旅 行 の う ち 当 該 変 更 の 日 前 の 期 間 に 対 応 す る 分 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 
３ 
　
改 正 後 規 則 第 十 五 条 及 び 第 十 六 条 の 規 定 は 、 適 用 日 以 後 に 退 職 等 と な っ た 場 合 又 は 死 亡 し た 場 合 に つ い て 適 用 し 、 適 用

日 前 に 退 職 等 と な っ た 場 合 又 は 死 亡 し た 場 合 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 

４ 　
改 正 後 規 則 第 四 条 及 び 第 五 条 の 規 定 は 、 条 例 第 三 条 第 六 項 及 び 第 七 項 に 規 定 す る 者 が 同 条 第 一 項 、 第 二 項 、 第 四 項 及 び

第 五 項 の 規 定 に よ り 旅 費 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 場 合 に つ い て 適 用 し 、 改 正 前 条 例 の 規 定 に よ り 旅 費 の 支 給 を 受 け る

こ と が で き る 場 合 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 

５ 　
職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 ︵ 令 和 五 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 四 号 ︶ 附 則 別 表 第 一 又 は 附 則 別 表

第 二 ︵ 以 下 ﹁ 旧 行 政 職 等 給 料 表 ﹂ と い う 。 ︶ の 適 用 を 受 け る 職 員 に 対 す る 改 正 後 規 則 第 二 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 附

則 別 表 左 欄 に 掲 げ る 行 政 職 給 料 表 の 職 務 の 級 に 応 じ 、 附 則 別 表 右 欄 に 掲 げ る 旧 行 政 職 等 給 料 表 の 職 務 の 級 と す る 。

 

附則別表（行政職給料表の各級に相当する職務の級）

行政職給料表の職務の級 相当する職務の級

９級 旧行政職等給料表　９級

８級 旧行政職等給料表　８級

７級 旧行政職等給料表　７級

６級及び５級 旧行政職等給料表　６級及び５級

４級及び３級 旧行政職等給料表　４級及び３級

２級 旧行政職等給料表　２級

１級 旧行政職等給料表　１級

別記様式（第６条関係）

旅行命令（依頼）簿

命
令
権
者
及
び
関
与
者

管 理 者

副 管 理 者

部 長 級

次 長 級

所 属 課 （ 所 ） 長

予 算 主 管 課 長

用 務

用 務 先

旅 行 期 間

月　　　　日から

月　　　　日まで

日間

旅 行 者

職 氏 名

摘 要

　備考

　　 1  　本組合の船若しくは車で旅行する場合又は航空旅行の場合には、摘要欄に当該旅行区間を明らかにしてその旨を記

入すること。

　　 2  　旅行命令等を変更する場合は、朱書すること。
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失 業 者 の 退 職 手 当 支 給 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 公 布 す る 。

　 　
令 和 七 年 四 月 三 十 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者
　 　 　 　 　 　 　

愛 知 県 知 事
　
大 村
　
秀 章
　

名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 十 六 号

　 　 　
失 業 者 の 退 職 手 当 支 給 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　
失 業 者 の 退 職 手 当 支 給 規 則 ︵ 昭 和 五 十 三 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 八 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　
第 二 条 第 八 項 第 四 号 中 ﹁ 職 業 ﹂ を ﹁ 安 定 し た 職 業 ﹂ に 改 め 、 同 条 第 十 一 項 中 ﹁ 次 の 各 号 に 掲 げ る 退 職 手 当 の 区 分 ご と に 、

当 該 各 号 に 定 め る ﹂ を ﹁ 雇 用 保 険 法 第 五 十 六 条 の 三 第 一 項 第 一 号 に 該 当 す る 者 に 係 る 就 業 促 進 手 当 に つ い て 同 条 第 四 項 の 規

定 に よ り 基 本 手 当 を 支 給 し た も の と み な さ れ る 日 数 に 相 当 す る ﹂ に 改 め 、 同 項 各 号 を 削 る 。

　
第 十 三 条 第 一 項 中 ﹁ 九 十 日 ﹂ を ﹁ 雇 用 保 険 法 第 三 十 三 条 第 一 項 本 文 に 規 定 す る 期 間 ﹂ に 改 め 、 同 項 に 次 の た だ し 書 を 加 え

る 。
　 　
た だ し 、 同 項 た だ し 書 に 該 当 す る 者 に 相 当 す る 受 給 資 格 者 に あ つ て は 、 こ の 限 り で な い 。

　
第 十 六 条 第 一 項 中 ﹁ 就 業 手 当 に 相 当 す る 退 職 手 当 に あ つ て は 就 業 手 当 に 相 当 す る 退 職 手 当 請 求 書 ︵ 様 式 第 十 号 ︶ を 、 ﹂ を

削 り 、 ﹁ 第 五 十 六 条 の 三 第 一 項 第 一 号 ロ ﹂ を ﹁ 第 五 十 六 条 の 三 第 一 項 第 一 号 ﹂ に 改 め る 。

　
附 則 第 二 項 中 ﹁ 令 和 七 年 三 月 三 十 一 日 ﹂ を ﹁ 令 和 九 年 三 月 三 十 一 日 ﹂ に 改 め る 。

　
様 式 第 十 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

様式第１０号

　

削除

　 　 　
附
　
則

　
︵ 施 行 期 日 等 ︶

１ 　
こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 失 業 者 の 退 職 手 当 支 給 規 則 ︵ 以 下 ﹁ 改 正 後 規 則 ﹂ と い う 。 ︶

の 規 定 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 ︵ 以 下 ﹁ 適 用 日 ﹂ と い う 。 ︶ か ら 適 用 す る 。

　
︵ 経 過 措 置 ︶

２ 　
改 正 後 規 則 第 二 条 第 八 項 第 四 号 の 規 定 は 、 退 職 職 員 ︵ 退 職 し た 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 ︵ 昭 和 三 十 年 名 古 屋 港 管 理

組 合 条 例 第 二 号 ︶ 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 職 員 ︵ 同 条 第 二 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 を 除 き 、 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ

り 職 員 と み な さ れ る 者 を 含 む 。 ︶ を い う 。 以 下 同 じ 。 ︶ で あ っ て 適 用 日 以 後 に 安 定 し た 職 業 に 就 い た も の に つ い て 適 用 し 、

退 職 職 員 で あ っ て 適 用 日 前 に 職 業 に 就 い た も の に 対 す る 就 業 促 進 手 当 に 相 当 す る 退 職 手 当 の 支 給 に つ い て は 、 な お 従 前 の

例 に よ る 。

　 　 　 　 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 　 　 　 　

　 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 公 布 す る 。

　 　 令 和 七 年 四 月 三 十 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者 　 　 　 　 　 　 　

愛 知 県 知 事 　 大 村 　 秀 章 　

名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 十 七 号

　 　 　 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 ︵ 昭 和 四 十 三 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 九 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

　 第 十 条 の 二 第 一 号 中 ﹁ 懲 役 、 禁 錮
こ

﹂ を ﹁ 拘 禁 刑 ﹂ に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 刑 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ︵ 令 和 四 年 法 律 第 六 十 七 号 ︶ の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。
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名古屋港管理組合


